
北海道檜山海区　定置漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

上国さけ定第１号 小田昭彦ほか３名 檜山郡上ノ国町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

上国さけ定第２号 市山史ほか３名 檜山郡上ノ国町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

上国さけ定第３号 森一夫ほか３名 檜山郡上ノ国町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

上国さけ定第４号 齊藤学ほか４名 檜山郡上ノ国町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

上国さけ定第５号 久末勉ほか４名 檜山郡上ノ国町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

上国さけ定第６号 古館義勝ほか４名 檜山郡上ノ国町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

江さけ定第１号 大谷保人ほか27名 檜山郡江差町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

江さけ定第２号 能登晃ほか27名 檜山郡江差町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

江さけ定第３号 青坂貴章ほか27名 檜山郡江差町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

江さけ定第４号 中川政徳ほか27名 檜山郡江差町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

江さけ定第５号 林孝行ほか27名 檜山郡江差町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

江さけ定第６号 能登博之ほか27名 檜山郡江差町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

江さけ定第７号 能登晃ほか27名 檜山郡江差町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

江さけ定第８号 藤谷正幸ほか27名 檜山郡江差町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

乙さけ定第１号 工藤智司ほか９名 爾志郡乙部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

漁場の区域



乙さけ定第２号 田畑徳幸ほか１名 爾志郡乙部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

乙さけ定第３号 伊藤鉃吉 爾志郡乙部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

乙さけ定第４号 浅野基 爾志郡乙部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

熊さけ定第１号 工藤幸博ほか４名 二海郡八雲町熊石地
先

別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

熊さけ定第２号 工藤幸博ほか４名 二海郡八雲町熊石地
先

別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

大さけ定第１号 成田直彦ほか１名 久遠郡せたな町大成区
地先

別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

大さけ定第２号 猪股勝也ほか２名 久遠郡せたな町大成区
地先

別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北さけ定第１号 澤谷克宏ほか32名 久遠郡せたな町北檜山
区地先

別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北さけ定第２号 新保強ほか32名 久遠郡せたな町北檜山
区地先

別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

瀬さけ定第１号 久遠郡せたな町瀬棚区
地先

別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

瀬さけ定第２号 加賀谷翔ほか32名 久遠郡せたな町瀬棚区
地先

別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

瀬さけ定第３号 福士公ほか32名 久遠郡せたな町瀬棚区
地先

別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

瀬さけ定第４号 浜高富夫ほか32名 久遠郡せたな町瀬棚区
地先

別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

瀬さけ定第５号 能代光男ほか32名 久遠郡せたな町瀬棚区
地先

別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１８日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１８日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。




























































